
Ｑ無実の罪で捕まったときに、弁護人が必要なの

は分かります。でも、自分は確かに罪を犯したと

いう場合に、弁護人を付ける必要はあるのでしょ

うか。 

Ａ罪を認めている場合でも、処分には色々ありま

す。ごく軽微な罪であれば、警察で厳重注意をさ

れて終わりという場合もあります。検察庁に送ら

れた場合（送検された場合）でも、罪の内容や、

被害の状況、被害者の処罰感情、示談の有無、本

人の反省の程度等を総合的に考慮して、不起訴処

分とされる場合もあります。 

不起訴にならなかった場合でも、罰金刑のある犯

罪の場合には、略式起訴といって、正式裁判にか

けるのではなく、ごく簡単な手続きで罰金を支払

って終わりになることもあります。 

正式裁判にかけられるのは、相当重大な犯罪だと

か、犯罪を繰り返している場合等であることが多

いですね。 
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Ｑ無罪を争う場合でなくても、不起訴処分等にし

てもらうためには、弁護人を付けた方がよいので

すね。 

Ａその他、接見禁止処分（弁護人以外は面会でき

ない）を付けられているような場合、弁護人を通

じてしか被疑者と家族が連絡を取り合う方法があ

りません。 

また、被害者のある犯罪の場合、被害弁償の有無

と示談の成否が処分に大きな影響を与えます。示

談交渉等は、弁護士に依頼した方がスムーズに行

うことができるでしょう。 


